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農山漁村は 農林水産物をはじめバイオマス 土地 水など様々な地域資源を豊富に

はじめに
農山漁村は、農林水産物をはじめバイオマス、土地、水など様々な地域資源を豊富に
有し、 今後の経済成長へ向けた希少資源として、わが国の 大の強みのひとつ。

しかし、１次産業と２次・３次産業の価値連鎖を結合する仕組みの弱さゆえ、そのポテ
ンシャルが活かされていない。ンシャルが活かされていない。

農林漁業者と他産業との新たな連携を構築し、生産・加工・販売・観光等が一体化した
アグリビジネスの展開や、先端技術を活用した新産業の育成、再生可能エネルギーの
導入等により、農山漁村にイノベーションを起こし、農林漁業を成長産業化する必要。導 等 り、農 漁 を起 、農林漁業を成長産業 す 要。
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農林漁業の成長産業化のためには、分断されている１次・２次・３次産業の価値連鎖を
結合し、農林水産業・農山漁村の資源に対して各プロセスで価値（バリュー）を引き継
ぎ、また、付け加えていくことが必要。これにより、成長産業を生み出し、日本を元気に
する。
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食料産業局の創設

＜任 務＞ ＜組 織＞＜政策のフ ルド＞

食料産業局の創設

＜任 務＞

農林水産省組織令（抜粋）

＜組 織＞＜政策のフィールド＞

農山漁村の資
源を活用した

食や環境を通じ
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食料産業局

総務課

第五条（食料産業局の所掌事務）
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○ 被災地の住民に未来への明るい希望と勇気を与えるとともに 国民全体が共有でき 豊かで活力ある日本

１．東１．東 日日 本本 大大 震震 災災 かか らら のの 復復 興興

○ 被災地の住民に未来への明るい希望と勇気を与えるとともに、国民全体が共有でき、豊かで活力ある日本
の再生につながる復興構想を取りまとめることが肝要。

○ このため、有識者からなる東日本大震災復興構想会議を開催し、復興に向けた指針策定のための復興構
想について幅広く議論を実施。「復興への提言」を取りまとめ（平成２３年６月２５日）。

復興への提言～悲惨のなかの希望～（抜粋）
第２章 くらしとしごとの再生
（６）地域経済活動支える基盤の強化

②再生可能エネルギーの利用促進とエネルギー効率の向上②再生可能エネルギ の利用促進とエネルギ 効率の向上

＜被災地における再生可能エネルギーの可能性＞

再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱等）については、エネルギー源の多様化・分散化、地球

温暖化対策、新規産業・雇用創出などの観点から重要である。そこで、出力の不安定性やコスト高、立地制約などの温暖化対策、新規産業 雇用創出などの観点から重要である。そこで、出力の不安定性やコスト高、立地制約などの

課題に対応しつつ、その導入を加速する必要がある。

東北地域は、太平洋沿岸では関東地方と同程度の日照時間を有し、気温が低く太陽光発電システムの太陽光パネル

の温度の上昇によるロスが小さいため、太陽光発電に適している。さらに、地熱資源や森林資源・水資源も豊富に存在

しており、地熱発電やバイオマス、小水力発電等の潜在的可能性も高い。また、東北地域には、全国的に見ても風況が

良い地点が多く、風力発電の潜在的可能性が高い。

＜地域自立型エネルギーシステム＞＜地域自立型エネルギ システム＞

被災地におけるインフラの再構築にあたっては、先端的な自立・分散型エネルギーシステムを地域特性に応じて導入し

ていくことが必要である。そのシステムは、まず、省エネルギーシステムの効率的な活用、次いで、再生可能エネルギー

など多様なエネルギー源の利用と蓄電池の導入による出力不安定性への対応、さらにガスなどを活用したコジェネ（熱電

１

併給）の活用を総合的に組み合わせたものである。 こうした自立・分散型エネルギーシステム（スマート・コミュニティ、

スマート・ビレッジ）は、エネルギー効率が高く、災害にも強いので、わが国で長期的に整備していく必要がある。



第４章 開かれた復興
（２）経済社会の再生

①電力安定供給の確保とエネルギー戦略の見直し

製造業の海外移転による空洞化、海外企業の日本離れを防ぐため、電力の安定供給の確保を優先度の高い問題

として取り組まなくてはならない。

そのためにも、原発事故の原因究明とその影響の評価、事故対応の妥当性の検証を、国際的な信認を得られるようそのためにも、原発事故の原因究明とその影響の評価、事故対応の妥当性の検証を、国際的な信認を得られるよう

行うことを徹底する。その上に、新たな安全基準を国が具体的に策定すべきである。

エネルギー戦略の見直しにあたっては、再生可能エネルギーの導入促進、省エネルギー対策、電力の安定供給、

温室効果ガス削減といった視点で総合的な推進を図る必要がある。このため、全量買取制度の早期成立・実施が不

可欠である。また、出力安定化のための蓄電池導入など再生可能エネルギー導入対策や省エネルギー対策を講じる

べきである。中長期的には、効率の良い再生可能エネルギーや省エネルギー技術に関する革新的技術開発の取組

により、抜本的な発電効率の向上やコスト低減に取り組む必要がある。

環境問題は世界共通の課題である。復興にあたっては、世界の先駆けとなるような持続可能な環境先進地域を

③ 復興を契機として日本が環境問題を牽引

東北に実現することで、日本が環境問題のトップランナーとなることが期待される。

東北に豊富に存在する再生可能なエネルギー資源を活用して災害に強い自立・分散型のエネルギーシステムの

導入を先駆的に始めることは、低炭素社会の実現にもつながり、他の地域における取組に刺激を与え、加速させる。

また 自然の持 防災機能や 森 里 海の連環を取り戻すための自然の再生 すばらしい風景の観光資源としてまた、自然の持つ防災機能や、森・里・海の連環を取り戻すための自然の再生、すばらしい風景の観光資源として

の活用などにより、自然環境と共生する経済社会を実現すべきである。このとき、地域に根ざした自然との共生の

智恵が大きな意味を持つ。

さらに復旧・復興の過程で発生する大量の廃棄物を徹底してリサイクルするほか、製造業とリサイクル産業をつな

２

さらに復旧 復興の過程で発生する大量の廃棄物を徹底してリサイクルするほか、製造業とリサイクル産業をつな

ぐ先進的な循環型社会を形成することを目指すべきである。こうしたリサイクルの実践は日本の得意とするところで

あるが、今回の復興を契機としてさらに高い段階に達することが望まれる。



○ 新成長戦略実現会議の下に 国家戦略担当大臣を議長とし関係閣僚が参加する「エネルギー・環境会議」を

２．エネルギー・環境対策の具体的検討の動向２．エネルギー・環境対策の具体的検討の動向

○ ネ ギ 環境会議 当面 検討方針より

○ 新成長戦略実現会議の下に、国家戦略担当大臣を議長とし関係閣僚が参加する「エネルギー・環境会議」を
設置（２３年６月７日）し、革新的エネルギー・環境戦略を検討。

○ また、中央環境審議会地球環境部会に小委員会を設置（２３年８月２日）し、２０１３年以降の対策・施策を検討。

○エネルギー・環境会議～当面の検討方針より～

＜複眼的アプローチで戦略を構築する＞
・ 省エネルギーと再生可能エネルギーを新たな基幹的な柱とするエネルギー・環境戦略を構築する。成長戦略の要とな

る新技術体系に基づく革新的なシステムを目指す 中長期に効果を発揮する施策も早期に具体化し エネルギ 環境る新技術体系に基づく革新的なシステムを目指す。中長期に効果を発揮する施策も早期に具体化し、エネルギー・環境
技術への民間投資を喚起する。

＜当面のエネルギー需給安定策を早急に具体化する＞

・ 省エネルギーの加速、自家発等の有効活用、再生可能エネルギーの積極的活用、原子力発電所の安全確保徹底と
い た複数対応を適切に組合せいった複数対応を適切に組合せ。

・ 対策の内容は、制度改革と支援策強化、社会の意識改革からなる総合的なものとする。

＜「革新的エネルギー・環境戦略」策定に向けた論点を整理する＞

・ ６の重要（省エネルギー、再生可能エネルギー、資源・燃料、原子力、電力システム、エネルギー・環境産業）について、
短期 中期 長期ごとに論点整理

○中央環境審議会地球環境部会

短期・中期・長期ごとに論点整理。

＜2013年以降の対策・施策に関する検討小委員会＞
連携しながら議論

○総合資源エネルギー調査会に「基本問題委員会」を設置

東日本大震災及び原発事故を受けて、現行のエネルギー
基本計画を見直し、新たな計画の策定に向けて検討。

・ 国際的観点から、日本の取り組み意志を示すことが必要。
・ 東日本大震災の影響等を踏まえ、再生可能エネルギー
の大量導入、省エネルギーの一層の徹底等により、持続
的な対策の強化が必要。

原発依存度の低減、再生可能エネルギーの促進、
省エネの徹底を三本柱とする「ベストミックス」を議論。

・ 中長期的な低炭素社会の構築に向けた、2013年以降の
具体的な対策と施策を取りまとめ（2012年度始め）。

省エネの徹底を三本柱とする「ベストミックス」を議論。

２０１１年末目途 ベストミックスの基本的考え方を議論
２０１２年春目途 ベストミックスの選択肢案を議論
２０１２年夏目途 新しいエネルギー基本計画策定

３



３．地球３．地球温暖化温暖化対策の主要３施策＜展開方針＞対策の主要３施策＜展開方針＞

＜地球温暖化対策の主要３施策について～抜粋～＞ 地球温暖化問題に関する閣僚委員会（平成２２年１２月２８日）

○ 我が国は、全ての主要国が参加する公平かつ実効性ある国際的な枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を
前提に、１９９０年比で温室効果ガス排出量を２０２０年までに２５％削減するという目標を提案。

○ 世界の信頼を得て国際交渉を行うためには国内対策を強力に推進することが必要であり、国民各層の理解と
協力を得ながら高いレベルで地球温暖化問題を解決するモデルを世界に先駆けて打ち立てていかねばならない。

○ 技術革新こそ「環境・エネルギー・成長に関する勝利の方程式の解」であり、こうした基本認識の下、主要３施策
を含む地球温暖化対策を 今後 以下のとおり展開するを含む地球温暖化対策を、今後、以下のとおり展開する。

広範な分野にわたりエネルギー起源ＣＯ２排出抑制を図るため、全化石燃料を課税ベースとする現行の石油
石炭税に 排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策 ため 課税 特例 を設ける

○地球温暖化対策のための税の導入

石炭税にＣＯ２排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策のための課税の特例」を設ける。
（特例の上乗税率：原油及び石油製品７６０円／１ｋｌ、ガス状炭化水素７８０円／１トン、石炭６７０円／１トン）

○再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度

平成２４年度からの制度導入を目途として、国民各層との十分な対話を行いながら検討を進める。また、制度
導入後も柔軟に見直しを行う。

○国内排出量取引制度

我が国の産業に対する負担やこれに伴う雇用への影響、海外における排出量取引制度の動向とその効果、
国内において先行する主な地球温暖化対策（産業界の自主的な取組など）の運用評価、主要国が参加する公
平かつ実効性のある国際的な枠組みの成否等を見極め、慎重に検討を行う。

４

○地球温暖化問題解決に向けたグリーン・イノベーション加速のための総合戦略

・地球温暖化に関する多様な政策の有機的連携 ・各主体の積極的取組の促進
・総合的なグリーン・イノベーション戦略の策定 ・森林吸収源対策



（１）地球温暖化対策のための税の導入

平成２３年度税制改正大綱（平成２２年１２月１６日閣議決定） ～抄～

第２章 各主要課題の平成２３年度での取組み
６．環境関連税制
（１）地球温暖化対策のための税の導入

我が国では、温室効果ガスの約９割をエネルギー起源ＣＯ２が占めており、エネルギー基本計画（平成２２我 国 、温室効果 約 割を ネ ギ 起源 占 おり、 ネ ギ 基本計画（平成
年６月１８日閣議決定）においては、地球温暖化対策等を強力かつ十分に推進することにより、エネルギー
起源ＣＯ２を２０３０ 年に１９９０年比▲３０％程度、もしくはそれ以上削減することを見込んでいます。

こうした状況に鑑み、我が国においても税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギー起源
ＣＯ２排出抑制のための諸施策を実施していく観点から、平成２３年度に「地球温暖化対策のための税」を
導入することとします。

具体的な手法としては、広範な分野にわたりエネルギー起源ＣＯ２排出抑制を図るため、全化石燃料を
課税ベースとする現行の石油石炭税にＣＯ２排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策のための
課税の特例」を設けることとします。

このように「広く薄く」負担を求めることで、特定の分野や産業に過重な負担となることを避け、課税の公平
性を確保します。また、導入に当たっては、急激な負担増とならないよう、税率を段階的に引き上げるとともに、
一定の分野については、所要の免税・還付措置を設けることとします。

併せて、燃料の生産・流通コストの削減や供給の安定化、物流・交通の省エネ化のための方策や、過疎・併せて、燃料の生産 流通 ストの削減や供給の安定化、物流 交通の省 ネ化のための方策や、過疎
寒冷地に配慮した支援策についても実施することとします。

課税物件 現行税率 H23 10～H25 3 H25 4～H27 3 H27 4～

○地球温暖化対策のための課税の特例

課税物件 現行税率 H23.10～H25.3 H25.4～H27.3 H27.4～
原油・石油製品
［１kl当たり］ （2,040円）

+250円
（2,290円）

+250円
（2,540円）

+260円
（2,800円）

ガス状炭化水素
［１t当たり］ （1 080円）

+260円
（1 340円）

+260円
（1 600円）

+260円
（1 860円）

５

［１t当たり］ （1,080円） （1,340円） （1,600円） （1,860円）
石炭

［１t当たり］ （700円）
+220円

（920円）
+220円

（1,140円）
+230円

（1,370円）

※ （ ）は石油石炭税の税率



○ 再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務
付ける、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が成立（平成２３年８月２６

（２）再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度

日第１７７回通常国会。８月３０日公布。）。平成２４年７月１日施行（一部の規定を除く。）。

買取対象

◆ 太陽光 風力 水力 地熱 バイオマスを用いて発電された電気が買取り対象◆ 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを用いて発電された電気が買取り対象。
※住宅等での太陽光発電については、現在と同様に余剰電力を買取り。
※風力については、小型の風力発電を含む。
※水力については、3万kW未満の中小水力発電を対象。

※バイオマスについては、紙パルプなどの既存の用途に影響を及ぼさないバイオマスを使った発電を対象。※バイオマスについては、紙パルプなどの既存の用途に影響を及ぼさないバイオマスを使った発電を対象。

◆ 発電の設備や方法については、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー源を用いて発電を行う設備であること等に

ついて経済産業大臣が認定。（認定を受けた設備を用いて供給される電気が買取対象となる。）

買取義務

◆ 電気事業者は、買取りに必要な接続や契約の締結に応じる義務を負う。

◆ 買取価格・買取期間は、再生可能エネルギー源の種別、設置形態、規模等に応じて、関係大臣（農

水、国交、環境、消費者担当）に協議した上で、第三者委員会の意見に基づき経済産業大臣が告示。

【買取価格】 再生可能エネルギーの発電設備を用いて電気を供給する場合に通常必要となる発電コスト、
電気の供給者が受けるべき利潤等を勘案。

【買取期間】 再生可能エネルギーの発電設備が設置されてから設備更新が必要になるまでの標準的期間。

買取費用の回収

◆ 買取り費用に充てるため、電気事業者の電気需要家に対する、使用電力量に応じたｻｰﾁｬｰｼﾞ（賦課金）の請求を認める。
◆ 電力購入量（kWh)／売上高（千円）が一定の値を超える事業についての事業所が、一定量以上の電力購入量がある場

合 そ 事業所に はサ ジ 割又はそれ以上が減免される

６

合、その事業所についてはサーチャージの８割又はそれ以上が減免される。
◆ 東日本大震災により著しい被害を受けた施設等の電気の需要家について、一定の要件を満たす場合には、平成２５年３

月３１日まではサーチャージを請求されない。

◆ 地域間でサーチャージの単価が同額となるように地域間調整を行う。



○平成２２年度に、中央環境審議会地球環境部会に「国内排出量取引制度小委員会」を設置し、具体的な制度設

（３）国内排出量取引制度

議
計を検討。また、産業構造審議会環境部会地球環境小委員会の「政策手法ワーキンググループ」において検討。

「国内排出量取引制度小委員会」での主な検討内容
注： 内容は今後の検討状況によって

変わり得る。
環境省審議会

＜導入意義＞
中長期的な排出削減の実現には、透明かつ公平なルールで事

業者の排出削減を促し、排出総量の削減を担保する仕組が必要。

＜対象期間＞

＜遵守期間・ルール＞

義務履行状況をチェックするため、単年度が適当。
不遵守には罰則等の措置が必要。

＜その他＞＜対象期間＞

当面、２０１３～２０２０年度を２期間に分けて実施。

＜対象ガス＞

温室効果ガスの約９５％を占めるＣＯ２を対象とし、その他ガス
は順次追加

＜その他＞

・算定結果を検証する第三者機関が不可欠。
・排出量管理システム等の整備が必要。

【今後 議論課題】は順次追加。

＜排出枠の総量、設定対象＞
産業部門、業務部門、エネルギー転換部門を中心。
適用は企業単位。

費 緩 措

【今後の議論課題】
・国際競争力や炭素リーケージへの影響配慮。
・使用段階での排出削減に貢献する製品への配慮
・ポリシーミックスの在り方
・排出枠の設定方法

＜費用緩和措置＞
バンキング・ボローイング、外部クレジット等の活用。

排出枠の設定方法
ベンチマークｏｒグランドファザリングｏｒオークション

「政策手法ワーキンググループ」での主な検討内容経産省審議会
注： 内容は今後の検討状況によって

変わり得る政策手法ワ キンググル プ」での主な検討内容

○ 対象産業における技術の導入余地、削減費用を考慮せず、国全体の削減目標総量から、トップダウン方式で
目標設定を行う場合、実態にあった設定が困難。

○ トップダウン方式で国が一方的に目標設定を行った場合、企業は国内工場閉鎖、海外移転等を強いられ、経済

経産省審議会 変わり得る。

７

○ トップダウン方式で国が 方的に目標設定を行った場合、企業は国内 場閉鎖、海外移転等を強いられ、経済
と雇用にマイナス効果。

○ 環境と経済を両立させるには、技術導入の余地等を考慮して、現実的に可能なことを積上げるボトムアップ方式
で削減目標を設定することが必要。



○ 我が国は 京都議定書に係る温室効果ガス削減に取り組む中 公平で実効性のある国際的枠組と意欲的

４．我が国の温室効果ガス排出の現状と目標４．我が国の温室効果ガス排出の現状と目標

ＣＯ２排出量
対基準年比

○ 我が国は、京都議定書に係る温室効果ガス削減に取り組む中、公平で実効性のある国際的枠組と意欲的
な目標の合意を前提に、「２０２０年に１９９０年比２５％削減」するとの中期目標を掲げている。

億トン

１３

８．５％増

真 水 ：０．６％

森林吸収源 ：３．８％

７．４％増
京都議定書 削減約束６．０％増

１．６％増

６％削減

京都ﾒｶﾆｽﾞﾑ：１．６％ 中期目標基準年

４．１％減

１２

２５％削減

１１

12億

13億

6,900万トン 11億
9億

13億

5,500万トン
13億

万トン

12億

万トン
12億

年度１９９０

12億

6,100万トン

２００７ ２００８～２０１２

8,600万トン

２０２０

9億

4,575万トン

２００５ ２００６

3,700万トン

２００８

8,200万トン

２００９

900万トン

年度１９９０

注 ：真水とは、森林吸収や海外のクレジット購入を含めない、省エネ努力などによる自らの削減分。

２００７ ２００８～２０１２ ２０２０２００５ ２００６

資料：（独）国立環境研究所温室効果ガスインベントリ（２００９年度速報値）より。

２００８ ２００９

８



○ 我が国の２００９年度の温室効果ガスの総排出量は１２億９００万トンで、京都議定書の規定による基準年
（１９９０年）比▲４．１％となっている。

○ 我が国の温室効果ガスの排出量は産業部門が も多く、総排出量の１／３を占めており、このうち食品製造業
は、産業部門の約３．９％、総排出量の約１．２％を占めているが、基準年と比較して、排出量は１３．９％減少し
ている。

代替フロン等

（単位：百万トンCO2、％）

○我が国の温室効果ガス排出量の内訳○温室効果ガス総排出量の部門別内訳
（２００９年度確定値）

エネルギ 転

非エネルギー

起源CO2

（5.7%）

N2O

（1.8%）

代替フロン等

３ガス

（1.8%）

CH4

（1.7%）
基準年比

②/①

エネルギー起源CO2 1,059 1,218 1,138 1,075 1.5

基準年
①

2007年 2008年 2009年
②

産業部門の

CO2

（32 1%）

エネルギー転

換部門のCO2

（6.6%）

産業部門 482 467 419 388 ▲ 19.5

うち食品製造業 17 17 16 15 ▲ 13.9

家庭部門 127 180 171 162 26.9

業務その他部門 164 243 234 216 31.2

運輸部門 217 245 235 230 5 8（32.1%）

家庭部門の

CO2

（13.4%）

運輸部門 217 245 235 230 5.8

エネルギー転換部門 68 83 79 80 17.8

85 78 75 69 ▲ 18.6

33 22 21 21 ▲ 38.0

非エネルギー起源CO2
　※廃棄物の焼却等により発生するCO2

CH4(メタン）

産業部門

のうち

食品製造業

のCO2

運輸部門の

CO2

（19.0%）

業務その他部

門のCO2

（17.8%）

33 23 22 22 ▲ 32.2

51 24 24 22 ▲ 57.4

1,261 1,365 1,281 1,209 ▲ 4.1

N2O（一酸化二窒素）

代替フロン等３ガス

合         計

のCO2

（1.2%）

出所：(独)国立環境研究所温室効果ガスインベントリ
９



農林水産省地球 暖 対策総合戦略農林水産省地球 暖 対策総合戦略 成 年成 年 策定策定 成 年成 年 改定改定

５．農林水産省における地球温暖化問題に関する取組５．農林水産省における地球温暖化問題に関する取組

Ⅰ 地球温暖化防止策 Ⅱ 地球温暖化適応策

農林水産省地球温暖化対策総合戦略（農林水産省地球温暖化対策総合戦略（平成１９年６月平成１９年６月策定、策定、平成２０年７月平成２０年７月改定）改定）

～農林～農林水産分野における対策を総合的に推進し、地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業を水産分野における対策を総合的に推進し、地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業を実現～実現～

①削減目標値の達成に向けた施策の推進
・ 森林吸収源対策
・ バイオマス資源の循環利用

産 境

①地球温暖化適応策の推進
・ 既存技術の生産現場への普及・指導
・ 新たな技術の導入実証

響 づ 適 策・ 食品産業等の環境自主行動計画
・ 施設園芸・農業機械の温室効果ガス排出削減対策
・ 環境保全型農業の推進による施肥量の適正化・低減
・ 漁船の省エネルギー対策

・ 影響評価に基づく適応策の検討

②技術開発等の推進
・ 生産安定技術の開発

（高温耐性品種の育成など）

（環状はく皮処理）

②その他の排出削減の取組を推進
・農業農村整備事業における温室効果ガス排出削減対策
・地産地消の推進
・地球温暖化対策の推進に関する技術開発等
・農地土壌の温室効果ガスの吸収源としての機能の活用

（高温耐性品種の育成など）
・ 農林水産業への影響に関する予測研究
・ 影響予測に基づく適応技術の開発

（ヒートポンプ導入）

参考 農林水産分 室効 ガ 排 量・農地土壌の温室効果ガスの吸収源としての機能の活用
・低炭素社会実現に向けた農林水産分野の貢献
・農林水産分野における省CO2効果の表示の推進

Ⅲ 農林水産分野の国際協力

農林業で発生するCO2

508万t-CO2（9.9％）

水産業で発生するCO2

569万t-CO2（11.1％）

家畜排せつ物管理に伴うN2O

476万t-CO2（9.3％）

農地土壌からのN2O

584万t-CO2（11.4％）

（参考）農林水産分野の温室効果ガスの排出量の内訳

①違法伐採対策等の持続可能な森林経営の推進

・ 違法伐採問題の解決に向けた取組

・ 途上国における持続可能な森林経営の推進に向けた支援

国際ル ルづくりへの積極的な参加 貢献

Ⅲ 農林水産分野の国際協力

農林水産業・

食品製造業

2009年度排出量

5,121万t-CO2

2（ ）

野焼きに伴うCH4

6万t-CO2（0.１％）

野焼きに伴うN2O

2万t-CO2（0.04％）

家畜排せつ物管理に伴うCH4

230万t-CO2（4.5％）

・ 国際ルールづくりへの積極的な参加・貢献

②我が国の人材・技術を活用した協力

・ 地球温暖化問題の解決に向けた国際研究機関との共同研究推進

2

（100％）

家畜消化管内発酵によるCH4

685万t-CO2（13.4％）

稲作に伴うCH4

557万t-CO2（10.9％）

食品製造業で発生するCO2

1,504万t-CO2（29.4％） 10



（１）食品産業における環境自主行動計画の取組

○ 業界団体が、自主的にＣＯ2排出量削減の数値目標を設定し、省エネ設備の導入、燃料転換、製造工程の改善、運転管理の高度化
等の具体的な対策に取組む行動計画等の具体的な対策に取組む行動計画。

○ 2009年度実績では、２０業種中１４業種が目標水準に達しているが、生産量の低下等による経済的要因も影響していると考えられる。

指標 年度 数値 2008年度 2009年度 2008年度 2009年度 前年比
計画策定主体

実績赤字は目標達成数値

目　　　標 （参考）ＣＯ２排出量   ：万ｔ－CO2実績（基準年比）
計画策定主体 基準年

日本スターチ・糖化工業会 2005年度 ＣＯ２排出原単位 2010年度 ▲3% 0.0% ▲ 11.4% 111.8 95.8 ▲ 14.3%

日本乳業協会 2000年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位 2010年度
年率▲0.5%

(▲4.9%)
7.8% 10.2% 106.5 102.8 ▲ 3.5%

全国清涼飲料工業会 1990年度 ＣＯ２排出原単位 2008～2012年度平均 ▲6% 4.9% 2.9% 100.6 98.8 ▲ 1.8%

日本パン工業会 2004年度 ＣＯ２排出原単位 2010年度
年率▲1%

(▲5.9%)
▲ 15.0% ▲ 17.0% 80.0 77.8 ▲ 2.7%

日本ビート糖業協会 2000年度 ＣＯ２排出原単位 2010年度 ▲3% ▲ 12.1% ▲ 11.8% 73.4 64.7 ▲ 11.9%

日本缶詰協会 1990年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位 － ±0% 19.7% 25.4% 52.0 51.8 ▲ 0.4%

ＣＯ２排出原単位 ▲16% ▲ 15.9% ▲ 21.9%

ＣＯ２排出量 ▲8% ▲ 13.6% ▲ 19.4%

全日本菓子協会 1990年度 ＣＯ２排出量 2010年度 ▲6% ▲ 3.6% ▲ 6.3% 46.9 45.6 ▲ 2.7%

精糖工業会 1990年度 ＣＯ２排出量 2008～2012年度平均 ▲22% ▲ 26 4% ▲ 30 5% 42 7 40 3 ▲ 5 6%

54.3 ▲ 6.8%日本植物油協会 1990年度 2008～2012年度平均 58.3

産

精糖工業会 1990年度 ＣＯ２排出量 2008～2012年度平均 ▲22% ▲ 26.4% ▲ 30.5% 42.7 40.3 ▲ 5.6%

日本冷凍食品協会 1990年度 ＣＯ２排出原単位 2010年度 ▲10% ▲ 12.7% ▲ 11.0% 40.7 25.3 ▲ 37.8%

全日本コーヒー協会 2005年度 ＣＯ２排出原単位 2010年度 ▲3% 1.7% ▲ 1.0% 22.7 21.2 ▲ 6.9%

日本ﾊﾑ・ｿｰｾｰｼﾞ工業協同組合 2003年度 ＣＯ２排出原単位 2010年度 ▲5% ▲ 10.7% ▲ 14.0% 21.6 20.8 ▲ 3.4%

製粉協会 1990年度 ＣＯ２排出原単位 2010年度 ▲5% ▲ 5.6% ▲ 11.1% 18.5 17.2 ▲ 6.6%

業

日本醤油協会 1990年度 ＣＯ２排出量 2010年度 ▲6% ▲ 14.7% ▲ 19.8% 17.7 16.6 ▲ 5.9%

日本即席食品工業協会 1990年度 ＣＯ２排出原単位 2008～2012年度平均 ▲24% ▲ 37.4% ▲ 36.0% 16.5 16.2 ▲ 1.5%

日本ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ・ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ協会 2004年度 ＣＯ２排出原単位 2010年度 ▲5% ▲ 2.3% ▲ 5.1% 9.0 8.7 ▲ 2.9%

ＣＯ２排出原単位 ▲13.6% - ▲ 16.8%

ＣＯ２排出量 ▲13.6% - ▲ 16.7%
2005年度 2012年度 4.5 4.2 ▲ 6.1%全国ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類協会

日本精米工業会 2005年度 ＣＯ２排出原単位 2012年度 ▲3% - ▲ 12.0% 2.5 5.4 118.1%

日本フードサービス協会 2006年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位 2010年度 ▲1.5% ▲ 4.6% ▲ 0.5% 556.0 522.3 ▲ 6.1%

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位
年率▲1%

(▲2%)
(13.8万kl) (13.7万kl)

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量
年率▲1%

(▲2%)

2009年度 27.8 26.2 ▲ 5.8%2011年度

業

務 日本加工食品卸協会

注１：

注２：

注３：

注４：

注５：

注６： 　「（参考）CO2排出量」は、集計企業数の変動により、前年度との単純比較ができない場合がある。

　全国ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類協会は、平成22年6月の理事会で基準年、目標年及び目標値を改定。（※CO2排出量及び排出原単位ともに4％削減（電力に係る改善後（クレジット調整）の炭素排出係数を考慮した場合、

13.6％削減）を目標とする。））

　日本精米工業会は、今年度に環境自主行動計画を策定（22年5月理事会決議、同6月総会報告）し新規参加。

　CO2の排出量（排出原単位）を指標としている団体は、電力に係る改善後の炭素排出係数を用いてCO2排出量を算出。（※全日本菓子協会及び日本精米工業会は、団体の意向で実排出係数を使用。）

　日本ハンバーグ・ハンバーガー協会は、「ハンバーグ」部門の取組であり、「ハンバーガー」部門は、外食産業として日本フードサービス協会で計上。

　日本加工食品卸協会は、2009年度を基準年として業務部門のフォローアップを開始したため、実績については、参考値として（エネルギー消費量）を記載。
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○ 低炭素社会づくり行動計画（平成２０年７月閣議決定）を踏まえ、できるだけ多くの商品や食品等について、消費

者 のCO2排出量の「見える化 を図るため 「カ ボン トプリント（CFP）制度 の試行的導入に取組（ 年 ）

（２）見える化（カーボンフットプリント）の取組

者へのCO2排出量の「見える化」を図るため、「カーボンフットプリント（CFP）制度」の試行的導入に取組（２１年～）。

○ 農林水産省では、農林水産分野における省ＣＯ２効果の表示指針を策定し、「見える化」を促進している。

○食品関係のカーボンフットプリント試行事業参画状況 ○農林水産分野における省ＣＯ２効果の表示の指針
概要（抜粋） 平成 年 月 日ﾟ ﾞ ﾞ

総認定件数68件中食品関係24件

認定PCR番号 認定PCRの名称

PA-AA-02 【改訂版】うるち米（ジャポニカ米）

PA-AB-02 【改訂版】菜種油

PA AE 01 キャンデ （醤油で味付けした商品）

概要（抜粋） 平成２１年４月１日PCR（ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ・ｶﾃｺﾞﾘｰ・ﾙｰﾙ）認定 平成23年10月12日現在

食品産業においては、ライフサイクル各段階の事業者と消費者

の課題の共有、削減に積極的な企業について伝えることに重点

を置き ＬＣＡを活用した温室効果ガス排出量の表示と事業者単PA-AE-01 キャンデー（醤油で味付けした商品）

PA-AG-01 生ポテトチップス（契約栽培された国産馬鈴薯を使用した商品）

PA-AH-01 パックご飯

PA-AI-04 【改訂版】ハム・ソーセージ類

PA-AJ-01 米菓（うすく焼きサラダ油掛けした商品）

PA-AL-02 【改訂版】チョコレート（ウェハース入りチョコレート） ＜カーボンフットプリント促進の取組事例＞

を置き、ＬＣＡを活用した温室効果ガス排出量の表示と事業者単

位の表示を進めていくことが適当。

PA-AM-02 【改訂版】インスタントコーヒー

PA-BF-04 野菜および果実【第4版】

PA-BH-02 【改訂版】即席めん

PA-BJ-03 バナナ（生食用）【第3版】

PA-BV-01 ビール類

PA-BW-02 きのこ類【第2版】

「お菓子で地球環境保護応援キャンペーン」
～あなたが選ぶ！ 森が活きる！～

１ 目的
ＣＦＰ表示商品を対象とした市場化テスト及び消費者意PA BW 02 きのこ類【第2版】

PA-BX-01 清涼飲料

PA-BY-01 生乳（中間財）

PA-CF-02 豚肉【第2版】

PA-CG-02 調味料関連製品【第2版】

PA-CH-01 精製糖

水産加 食品

ＣＦＰ表示商品を対象とした市場化テスト及び消費者意
識の現状把握

２ 概要
・関東甲信越のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ参加小売ﾁｪｰﾝ売場の応募ハガ
キにＣＦＰマークを添付の上、アンケート に答えて応募

プPA-CM-01 水産加工食品

PA-CN-01 食用鳥卵

PA-CO-01 魚介類（養殖生産物を除く）

PA-CP-01 鶏肉

PA-BR-01 広範囲PCR（エネルギー非使用型製品）

・抽選で「森の贈り物」プレゼント
３ 参加（連携）企業

・国分(株) ・亀田製菓(株)、カンロ(株)、カルビー(株)
・(株)たいらや、(株)三和、(株)ｴｰｺｰﾌﾟ関東、(株)エコス、
(株)マスダ (株)たからや (株)さえき(株)マスダ、(株)たからや、(株)さえき

（期間：平成２２年８月１日～９月３０日）
注： 広範囲ＰＣＲとは、品目ごとの広範囲なＰＣＲを試験的に作成し、

個別製品の算定・表示や検証の実現可能性を試行するもの。
（22年度に試行事業事務局「みずほ情報総研（株）」がｴﾈﾙｷﾞｰ
非使用型製品及びｴﾈﾙｷﾞｰ使用型製品の２種類のＰＣＲを策定） 12

対象商品の売上数量→前年比約２．７倍 （一部店舗調べ）



（参考） 食品関係のCFPマーク使用許諾製品一覧

準拠する認定PCR番号 製品名 事業者名

滋賀県産　コシヒカリ(JA北びわこ　特別栽培米）
JA北びわこ、立命館大学、イオントップバリュ（株）、
(株）神明 大和産業(株）

準拠する認定PCR番号 製品名 事業者名

上級森の薫り　あらびきウインナー（内容量　１１１ｇ　×　２パック）

平成23年10月12日現在
（CFP制度試行事業運営事務局公表製品の取りまとめ）

(株）神明、大和産業(株）

宮城県産ひとめぼれ（タカラ米穀）　　10kg

宮城県産ひとめぼれ（タカラ米穀）　　5kg

ふるさと米ひとめぼれ10kg（みやぎ生協）

ふるさと米ひとめぼれ2kg（みやぎ生協）

ふるさと米ひとめぼれ5kg（みやぎ生協）

PA-AA-02
うるち（ジャポニカ米）

タカラ米穀株式会社

みやぎ生活協同組合、株式会社パールライス宮城

上級森の薫り　あらびきウインナー（内容量　１１１ｇ）

上級森の薫り　ももハム　63ｇ

上級森の薫り　ももハム（内容量　５２ｇ）

上級森の薫り ロースハム （内容量 52g）

上級森の薫り　ロースハム　49g（3ZB)

PA-AI-01【PA-AI-03に改訂】
ハム・ソーセージ類

はなふじ米（ＪＡレーク大津）

環境こだわり米（JAレーク大津）

みやぎのひとめぼれ（宮城ライス）　　10kg

みやぎのひとめぼれ（宮城ライス）　　5kg

あきたこまち

あきた まち（宅配ギ ト用）

レーク大津農業協同組合

有限会社　宮城ライス

上級森の薫り　ロースハム　63g

PA-AJ-01
米菓（うすく焼きサラダ油掛けした商品）

サラダうす焼 亀田製菓株式会社

PA-AM-02
インスタントコーヒー

トップバリュインスタントコーヒー　スプレードライ　200g イオントップバリュ株式会社

PA-AM-01【PA-AM-02に改訂】
インスタントコーヒー

ネスカフェ　エクセラ　カップコーヒー (5カップ) ネスレ日本株式会社
あきたこまち（宅配ギフト用）

トップバリュグリーンアイ特別栽培米　あきたこまち

トップバリュグリーンアイ特別栽培米　あきたこまち（宅配ギフト用）

滋賀県産　コシヒカリ 立命館大学、イオン株式会社

トップバリュキャノーラ油

トップバリュキャノーラ油ギフトセット

PA-AA-01【PA-AA-02に改訂】
うるち米 （ジャポニカ米）

イオン株式会社

PA-AB-01
菜種油

イオン株式会社

インスタントコ ヒ

宮崎県産　促成グリーンピーマン（特別栽培）
みやざきブランド推進本部（宮崎県、ＪＡ宮崎経済
連）、ＪＡはまゆう

宮崎県産　トップバリュグリーンアイ　ピーマン
みやざきブランド推進本部（宮崎県、ＪＡ宮崎経済
連）、イオントップバリュ株式会社、ＪＡはまゆう

PA-BJ-03
バナナ（生食用）

フィリピン産　自然王国エコ　バナナ 住商フルーツ株式会社

菌床しいたけ100gトレイ

PA-BF-03
野菜および果実

トップバリュキャノ ラ油ギフトセット

PA-AE-01
キャンデー（醤油で味付けした商品）

カンロ飴 カンロ株式会社

ポテトチップスうすしお味

ポテトチップスコンソメパンチ

トップバリュ ごはん 200g

トップバリュ ごはん 200gx3

PA-AG-01
生ポテトチップス（契約栽培された国産馬鈴薯

を使用した商品）
カルビー株式会社

PA-AH-01
イオン株式会社

菌床しいたけ200g袋詰め

菌床しいたけ240gトレイ

BOXあずきバー 井村屋株式会社

マドレーヌ 株式会社　菓匠三全

ポリッピー　しお味 株式会社でん六

PA-BW-01
きのこ類

久保興業株式会社

トップバリュ ごはん 200gx3

トップバリュ ごはん 200gx5

トップバリュ　生ハム　100g イオン株式会社

上級森の薫り　あらびきウインナー（内容量 184ｇ）

上級森の薫り　あらびきウインナー（内容量 92ｇ ×2パック）

上級森の薫り　あらびきウインナー（内容量　92ｇ）

パックご飯
イオン株式会社

バタークッキー ≪バター5%≫ 株式会社ブルボン

ワンタン　しょうゆ味 東洋水産株式会社

から揚げ作り

ステーキソース大根おろし　210g

豚肉がおいしい生姜焼のたれ210g

PA-BR-01
広範囲PCR（エネルギー非使用型製品）

日本食研ホールディングス株式会社

上級森の薫り　ももハム　53ｇ

上級森の薫り　ロースハム

上級森の薫り　ロースハム　39ｇ

上級森の薫り　ロースハム　60ｇ

上級森の薫り　ロースハム（内容量　39ｇ × 3パック）

PA-AI-03
ハム・ソーセージ類

日本ハム株式会社

晩餐館焼肉のたれ焙煎にんにく210g

森の薫り　新あらびきウインナー

CO･OP　ロースハム　90g

CO･OP　ロースハム　90g×2パック

CO･OP　ロースハム使いきりパック　40g×3パック

日本生活協同組合連合会
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カーボンフットプリントを巡る国際動向

○ イギリスなど各国でカーボンフットプリント（ＣＦＰ）制度の取組が進展
○ ２００８年1月のメキシコ・シティ会合でＣＦＰの国際標準化を議論するワーキンググループを設置。同年１１月に

ＩＳＯ１４０６７「カーボンフットプリント（ＣＦＰ）」

新規提案が承認され、ＣＦＰ制度に関する国際規格であるＩＳＯ１４０６７の開発を開始。

・ 検討開始当初は、パート1「CFP算定方法」とパート2「算定結果の表示方法」の2部構成で検討したが、２０１１年６月
のオスロ（ノルウェー）会合で統合案にまとめられた。
・ 2011年の発行を目指し検討が進められていたが、議論が進まず2013年までずれ込む見込。

パート１
（製品・サービスのCFP算定方法） パート１・２の統合

CFPの算定、コミュニケー
ション及び検証の明確化パート２

（算定結果の表示方法）

国内制度
（ＣＦＰ試行事業）

との整合性

ＣＦＰ制度国際標準化対応

・２０１１年 秋 ＣＤ（Committee Draft）３「統合版」審議

（算定結果の表示方法）

ベース
※発行スケジュール （審議状況により遅延の可能性あり）

ＣＦＰ制度国際標準化対応
国内委員会で議論

・２０１２年 春 ＤＩＳ（Draft International Standard）審議
秋～冬 FＤＩＳ（Final DIS）審議

・２０１３年初頭 IS（International Standard）発行【環境ラベル】
タイプⅠ：商品の環境情報を
第三者認証を受け シンボ

ISO14020シリーズ

【LCAの定義】
LCA（ﾗｲﾌｻｲｸﾙｱｾｽﾒﾝﾄ）
の原則と枠組みを規定

ISO14040シリーズ

第三者認証を受け、シンボ
ルマークで表示
タイプⅡ：企業による自己宣
言（主要項目の主張につい
て 定義や検証方法を規定）

の原則と枠組みを規定

【温室効果ガス】
温室効果ガスの環境影響評

ISO14060シリーズ

て、定義や検証方法を規定）
タイプⅢ：商品の環境情報を
第三者認証を受け、定量的
に表示

温室効果ガスの環境影響評
価手法等を規定（排出量、
吸収量、検証機関に対する
要求事項等を規定）

14イギリスの取組 韓国の取組



６．食品産業におけるＣＯ２削減の取組事例６．食品産業におけるＣＯ２削減の取組事例

～コメ油を精製する過程で取り除かれる油脂をA重油の代替燃料に活用しＣＯ２を削減～～コメ油を精製する過程で取り除かれる油脂をA重油の代替燃料に活用しＣＯ２を削減～

○原料である米糠からコメ原油を抽出 ボーソー油脂株式会社

脱酸
程で発生する

メ原油

脱ろう

臭

工程で発生する
油分を回収

コメ原油脱臭

精製完了

～ＬＮＧ（液化天然ガス）への更新およびバイオマスボイラ利用によるＣＯ２の削減～

ひかり味噌株式会社○ボイラーをＬＮＧ貫流ボイラーに切り替え、燃料をＡ重油から環境負荷の少ないＬＮＧに転換。○ボイラ を 貫流ボイラ 切り替え、燃料を 重油 ら環境負荷の少な 転換。

○みそ加工残さを発酵させたメタンを活用するバイオマスボイラーを併せて導入し、燃料とＣＯ２を削減。

これら取組は、国内クレジット

の認証を受け 削減 したCO2

エネルギー削減率
▲１８ ６％

の認証を受け、削減 したCO2

排出量を電力会社と取引。

15ＬＮＧへの転換 食品残渣の活用（バイオマスボイラ導入）

▲１８．６％
ＣＯ２削減率

▲４１．１％



～自社配送トラックを対象としたエコドライブコンクールの実施～

山崎製パン株式会社
セールスドライバーのエコドライブ意識の向上と配送車両のCO2排出量削減を目標にセ ルスドライバ のエコドライブ意識の向上と配送車両のCO2排出量削減を目標に、

燃費実績に基づく評価を行い、事業所別・個人別に表彰・褒賞を授与。

 運行管理システムを活かしてエコドライブ
の結果を可視化し、ドライバーのやる気と
環境意識を高めた環境意識を高めた。

３ヶ月という短期間で、約８００トンのＣＯ２
を削減。

ドライバーの意識向上だけでラ 意識向 け
短期間に燃料費を大幅削減！

▲４，３００万円

～地産食材を使用したカーボン・オフセット商品によるＣＯ２削減～

消費者に対して、ＣＯ２削減の取り組みを「見える化」し、森林保全
や地球温暖化防止の大切さを意識してもらうことが重要。

山崎製パン株式会社 岡山工場

○ 鳥取県と「とっとりの森『ｶｰﾎﾞﾝ・ｵﾌｾｯﾄ』パートナー協定」を締結。
○ 中国・四国地域で販売する、鳥取県産食材を使用した商品１個

につき１円を加算し 鳥取県のオフセット・クレジットを購入

お客様

山崎製パン㈱

大気

販売 購入

につき１円を加算し、鳥取県のオフセット クレジットを購入。
○ 鳥取県は、クレジットの販売で得た資金を基に間伐等を実施。

山崎製パン㈱
岡山工場

県有林オフセット・
クレジ ト取引

ＣＯ２
排出

＜多様な手段で消費者にアピール＞
・製品パッケージやＨＰで取組紹介

ＣＯ２排出の相殺
原料に
使用

鳥取県
クレジット販売で得た
資金で間伐等を実施

鳥取県産食材 クレジット取引 適正
管理

製品 ッケ ジや で取組紹介
・店頭での試食販売で啓発
・「食のみやこ鳥取県フェスタ」、

「エコプロダクツ２０１０」等でPR
16光合成によるＣＯ２吸収



食 品 廃 棄 物食 品 廃 棄 物

発 生 抑 制 関 係発 生 抑 制 関 係



１．食品リサイクルの現状

● 食品廃棄物等の発生量は、平成１９年度以前が約１１百万トン、平成２１年度以降が約２３百万トン● 食品廃棄物等の発生量は、平成１９年度以前が約１１百万トン、平成２１年度以降が約２３百万トン
となっている（農林水産省統計部が推計）。

この乖離は、平成２０年度から年間の発生量１００トン以上の食品関連事業者からの定期報告が義務
付けられたことを踏まえ、このデータを活用することで精度が向上し、より実態に即した数値となった
ためである（発生量の実態把握が進んだものであり 「増加」したものではない）

食品循環資源 生利 等実施率 推移

ためである（発生量の実態把握が進んだものであり、「増加」したものではない） 。
● 食品循環資源の再生利用等実施率は、食品流通の川下に至るほど分別が難しくなることから、食品製

造業の再生利用等実施率は高いものの、食品卸売業、食品小売業、外食産業の順に低下している。

■ 食品廃棄物等の年間発生量の推移 ■ 食品循環資源の再生利用等実施率の推移

2,315 2,272
2,500
(万トン)

17年度

93% 93%100
(％)

食品製造業

1,861 1,845

1,500

2,000
18年度

19年度

81% 81% 81%

61% 62% 62%
59% 58%

79%

81%

60

80 食品産業計

食品卸売業

1,134

493

305
500

1,000
20年度

21年度 31%
35% 35% 37% 36%

52% 53% 54%

20

40
食品小売業

26
131

297

25
135

267

74

263 305

0
食品産業計 食品製造業 食品卸売業 食品小売業 外食産業

21% 22% 22%

13%
16%

0

20

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

外食産業

資料： 「食品廃棄物等の発生量が年間１００トン以上の食品関連事業者からの定期報告結果」及び「食品循環資源の再生利用等実態調査報告」から農林水産省統計部で推計
注 ： 平成１９年度までは、統計部における従来の「食品循環資源の再生利用等実態調査」から推計。平成２０年度及び２１年度は、定期報告（食品リサイクル法により発生量が

年間１００ｔを超える食品関連事業者は報告を義務付け）に加え、定期報告で捕捉できない部分を統計調査により把握し、全体を推計。
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○ 食品リサイクル法における取組

２．食品廃棄物等の発生抑制と再生利用（リサイクル）の状況

○ 食品リサイクル法における取組

・ 食品関連事業者による再生利用等の実施状況は、再生利用（飼料化・肥料化等）の取組は進んで

いるものの、発生抑制の実施率は低い状況にある。るものの、発生抑制の実施率は低 状況にある。

・ また、食品流通の川下に至るほど、分別が難しくなることから、食品製造業の再生利用等実施率は

高いものの、食品卸売業、食品小売業、外食産業の順に低下している。

年 間 業種別
再生利用等実施率(％)

○食品循環資源等の再生利用等実施率の状況（平成２１年度）

業 種
年 間
発生量
(千t)

業種別
実施率目標

(％）
発生
抑制

再生
利用

（用途別仕向先）
熱回収 減量

飼料 肥料 その他

食品製造業 18,449 85 93 8 71 77 18 6 3 12食品製造業 ,

食品卸売業 250 70 58 10 47 29 54 17 0 1

食品小売業 1,348 45 36 6 29 48 34 18 0 1

外食産業 2,672 40 16 3 11 31 32 37 0 3

食品産業計 22,718 - 81 7 62 74 19 7 2 10

18
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○ 川下（小売・外食事業者）については広域での食品循環資源の収集運搬が困難（原則は、

３．再生利用事業計画（食品リサイクル・ループ）認定制度の状況

食 食
収集先の市町村ごとに許可が必要）。
→ 小売・外食事業者等が排出した資源に由来するリサイクル肥飼料を用いて生産された農

畜産物を利用・販売する計画について、主務大臣の認定を受けた場合には、食品循環資源
の収集運搬について 般廃棄物に係る廃棄物処理法上の許可を不要とするの収集運搬について、 一般廃棄物に係る廃棄物処理法上の許可を不要とする。

○ 平成23年12月末日現在、全国で３６計画が認定済み。

D市

食 品 関 連 事 業 者 の 店 舗

C市B市Ａ市

E市

農
畜
水
産
物

廃掃業者Ａ リサイクルループの完結

E市 F市 物
等

廃棄物処理法の収集運搬業（一般廃棄物）の許可が不要となる特例

リサイクル業者E

特定肥飼料等

農業者F

19



食品リサイクル・ループの事例（小田急グループなどの取組事例）

東京・神奈川に亘る小田急電鉄㈱、

小田急商事㈱及び㈱小田急百貨店の
食品関連事業者 再生利用事業者

小田急商事㈱及び㈱小田急百貨店の
計28店舗の食品残さ：692ｔ/年

(有)長田サービス等4社の
保冷車による収集･運搬

上記小田急グループが、年間65ｔ

㈱小田急ビルサービスにおいて
加水し、液体飼料化（年間1,038
ｔ の生産見込み）の豚肉（1,301頭相当量）を購入し

販売

ｔの生産見込み）

・朝霧ヨーグル豚販売(協）［静岡県］農林漁業者等
・㈱あずみ野エコファーム［長野県］
・(有)亀井畜産［神奈川県］
液体飼料を使用し、年間計1,301頭の豚を生産

○ブランド化にも活用
（電車内中吊り広告）

20



○廃棄物の現状等

４．循環型社会の構築

・廃棄物の 終処分の残余年数は、新規の 終処分場の確保が難しくなっていることに伴い、一般廃棄物が18.0年（平
成20年度末時点）、産業廃棄物が7.5年（平成18年度末時点）と厳しい状況が続いている。
・このため、廃棄物をできる限り少なくし、より効率的な資源利用を目指した循環型社会の構築に向けた取組が必要。

○ 終処分場の残余容量及び残余年数の推移

15 6 15.7

18.0 

21.0 300

7.2 
7.7 

7.5 

7.0 

8.0 300

(年)（百万㎥）

○ 終処分場の残余容量及び残余年数の推移

（産業廃棄物）

残

（百万㎥）
(年)

（一般廃棄物）

12.9  12.8  13.2  13.8  14.0  14.0 
14.8 

15.6  15.7 

14.0 200

2 5
2.7  3.0  3.1  3.2  3.3 

3.7  3.9 
4.3 

4.5 

6.1 

4.0 

5.0 

6.0 

150

200

250
残
余
年
数

残
余
容

残
余
容

残
余
年
数

172 165
160

153 145 138 133 130 122 122

0.0 

7.0 

0

100

平成11 12 13 14 15 16 17 18 19 20（年度）

211 212 210 208 211 190 184 176 179

182 184 184 186 163

2.5 

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

0

50

100

平成5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18(年度)

容
量

容
量

○循環型社会形成の推進

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組み法）
＜個別法等＞

残余容量 残余年数

平成5 8(年度)

残余容量 残余年数資料：環境省

①発生抑制（Reduce）

③再生利用（Rec cle）

（
取
組
の
優

食品リサイクル法 容器包装リサイクル法

家電リサイクル法 建設リサイクル法②再使用（Reuse）

③再生利用（Recycle）

④熱回収

⑤適正処分

先
順
位
）

グリーン購入法

廃棄物処理法 資源有効利用促進法 21



５．発生抑制の目標値の策定について

・ 循環型社会を構築するためには、発生抑制は 優先に取り組まれるべき事項。しかし、現状では取組が十分では

ないことから、発生抑制の取組を促進するため、業種や業態の特性を踏まえた上で、業種ごとの発生抑制の目標

を設定することとし、検討を開始したところ。

＜検討スケジュール（予定）＞
平成２３年８月１０日 食農審食品リサイクル小委員会及び中環審食品リサイクル専門委員会第１回合同会合

【合同会合の下にWGを設置（10月7日）し、業界ヒアリング等を実施して目標値について
検討を開始。】

平成２４年２月 取りまとめ
平成２４年３月 発生抑制の目標値の公表
※合同会合及びＷＧの資料及び議事録はhttp://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokusan/index.htmlに掲載

○期待される発生抑制の取組○期待される発生抑制の取組

・食品製造業・・・不良品の発生率の低下、過剰納入の自粛、規格外品のフードバンクへの二次活用

・食品卸売業・・・過剰な仕入れや安易な返品の抑制食品卸売業 過剰な仕入れや安易な返品の抑制

・食品小売業・・・消費期限が近づいている商品の値引き販売など、廃棄物にならないよう販売方法の工夫

・外食産業・・・・・メニュー、盛り付けの工夫、食べ残しがなかった場合にメリットを付与するなど、食べ残しの削減外食産業 メ 、盛り付けの 夫、食 残しがなかった場合にメリットを付与するなど、食 残しの削減

22



○ 食品廃棄物等の発生抑制は、食品関連事業者が取り組むべき最優先事項であり、目標値の設定は食品リサイクル法

改正(平成19年)からの課題 また 「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ（モッタイナイ）」は時代の要請であり コスト削減に貢献改正(平成19年)からの課題。また、「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ（モッタイナイ）」は時代の要請であり、コスト削減に貢献。

○ 一方、目標値の設定は、産業活動への過度な制約と捉えられ、定着が遅れる可能性がある。また、成果を早期に発

揮させる観点から、まずは発生抑制の重要性が高い業種のうち、様々な取組が可能(流通、外食、日配品等の製造業)

かつデータの整った業種から先行して実施することとし、試行的に２年間、暫定目標値という扱いで実施する。

○ 目標値の設定を契機に フードチェーン全体で発生抑制のための機運を盛り上げることが重要

食品の製造に伴い必然的に発生する廃棄物 流通との取引の結果発 流通・調理・販売の過程で発生 調理・販売の過程で発生す

＜食品製造業＞
H21：93%（目標85%）

＜食品流通業（卸売・小売）＞
卸売 H21：58%（目標70%）
小売 H21：36%（目標45%）

＜外食産業＞
H21：16%（目標40%）

○ 目標値の設定を契機に、フードチェーン全体で発生抑制のための機運を盛り上げることが重要。

（例） (例）
・畜水産物の骨・肉片 ・パンの耳
・果汁の搾り粕 ・食鳥のキモ

食品の製造に伴い必然的に発生する廃棄物

（例）
・過剰生産・在庫
・返品

流通との取引の結果発
生する廃棄物

（例）
・過剰在庫・破損品
・調理くず
・売れ残り

流通 調理 販売の過程で発生
する廃棄物

（例）
・調理くず
・食べ残し

調理 販売の過程で発生す
る廃棄物

＜不可食部＞ ＜ 可食部 ＞

【抑制の手法】 【抑制の手法】
・製造ラインの大幅な ・可食部を利用した

見直し 新商品の開発
・新技術・新商品の開発

【抑制の手法】
・受注精度の向上
・フードバンクの活用
・商慣習の改善

【抑制の手法】
・発注精度の向上
・フードバンクの利用
・消費者行動の改善

【抑制の手法】
・販売数量に合わせた仕入
・調理ボリュームの適正化
・ドギーバッグの活用

フ ドチェ ン全体での取組 消費者等を巻き込んだ取組

新技術 新商品の開発 商慣習の改善 消費者行動の改善 ドギ バッグの活用

低

更なる発生抑制の可能性

高

フードチェーン全体での取組 消費者等を巻き込んだ取組
発
生
抑
制
の

○ 商取引慣行が原因で発生する返品等は、各事業者に発生抑
制の努力を促しても、フードチェーン全体での取組が行われな
い限り抑制は困難。このため、目標値の設定を契機に、関係者
が発生抑制について話し合うことにより 商取引慣行の改善を

○ 食品廃棄物の発生は、消費者等の過度な鮮度志向も背
景にあり、消費者等が自ら無駄を意識した行動を起こさな
ければ発生抑制は進まない。

の
方
向

が発生抑制について話し合うことにより、商取引慣行の改善を
図る必要。

○ 食品廃棄物等の発生抑制は、川上の一次産業で一次加工を
担うなど６次産業化の取組を活用することも一案。

○ このため、目標値の設定を契機に、消費者等が食品廃
棄物等の発生抑制の取組を行う事業者を応援するような環
境コミニュケーションが形成されることを期待。

注：各業種別の数字は平成21年度食品循環資源の再生利用等実施率であり、目標値は平成24年度における目標値 23



【参考１】発生抑制の目標値について発生抑制の目標値一覧

○ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断
の基準となるべき事項を定める省令 （平成13年財務・厚労・農水・経産・
国土・環境省令第4号）

（食品廃棄物等の発生抑制）
第３条 （略）

業種 業種区分

密接な関

係をもつ

値の名称

暫定目標値

食品製造業 肉加工品製造業 売上高 113 kg/百万円

第３条 （略）
２ 食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を促進するため、

主務大臣が定める期間ごとに、当該年度における食品廃棄物等の発
生原単位が主務大臣が定める基準発生原単位以下になるよう努める
ものとする。

食品廃棄物等の発生量

牛乳・乳製品製造業 売上高 108 kg/百万円

醤油製造業 売上高 895 kg/百万円

味噌製造業 売上高 191 kg/百万円

発生抑制の目標値＝
（基準発生原単位） 売上高・製造数量等※

※
分母は、業種・業態ごとに異なる。

食品廃棄物等の発生量

○ 目標値 設定に当た は 平成 年度及び 年度 カ年平均

味噌製造業 売上高 191 kg/百万円

ソース製造業 製造量 59.8 kg/t

パン製造業 売上高 194 kg/百万円

○ 目標値の設定に当たっては、平成20年度及び21年度の２カ年平均
値に標準偏差を加味した値を目標値として設定。これにより、目標値を
クリアしている事業者は７割程度となる。

【参考２】

めん類製造業 売上高 270 kg/百万円

豆腐・油揚製造業 売上高 2,560 kg/百万円

冷凍調理食品製造業 売上高 363 kg/百万円 【参考２】
本格実施の際（２年後）に目標値を設定する業種について
（発生抑制の重要性は高いが、今回はデータ不足により設定を見送る業種）

そう菜製造業 売上高 403 kg/百万円

すし・弁当・調理パン製

造業
売上高 224 kg/百万円

食品卸売業 食料・飲料卸売業（飲料を中 14 8
業種 業種区分

食品卸売業 食料 飲料卸売業（飲料を中

心とするものに限る。）
売上高 14.8 kg/百万円

食料・飲料卸売業（飲料を中

心とするものを除く。）
売上高 4.78 kg/百万円

食品小売業 各種食料品小売業 売上高 65.6 kg/百万円

食品製造業
水産缶詰・瓶詰製造業、水産練製品製造業、野菜缶詰・果実
缶詰・農産保存食料品製造業、野菜漬物製造業、菓子製造業、
食用油脂加工業、レトルト食品製造業、清涼飲料製造業

食品卸売業 食肉卸売業

菓子・パン小売業 売上高 106 kg/百万円

コンビニエンスストア 売上高 44.1 kg/百万円

食品小売業 食肉小売業、卵・鳥肉小売業

外食産業
食堂・レストラン、居酒屋等、喫茶店、ファーストフード店、
その他の飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、給食事業、
結婚式場業、旅館業 24



年月日 事 項

H23. 8.10 ●第1回合同会合（注）

10 7 ●第1回ワーキンググループ10.7 ●第1回ワ キンググル プ
・発生抑制に関する問題点等の整理
・業種別の「発生抑制の目標値」の策定方法の検討

11.1 ●第2回ワーキンググループ（業種別ヒアリング１）

11.18

12.2

種
・発生抑制のあり方及び業種の特性について

●第3回ワーキンググループ（業種別ヒアリング２）
・発生抑制のあり方及び業種の特性について

●第4回ワーキンググループ（業種別ヒアリング３）第 回 キ ググ （業種別 アリ グ ）
・発生抑制のあり方及び業種の特性について

12.27
●第5回ワーキンググループ

・業種別における発生抑制の目標値設定に係る方向業種別 おけ 発 抑制 目標値設定 係 方向

H24.
1.20

●第6回ワーキンググループ
・「発生抑制の目標値」の策定（報告書取りまとめ）

2.3

2月上旬

●第2回合同会合
・ ワーキンググループ検討結果について議論・承認

●目標値告示案等のパブリックコメント

月 旬 ●「発生抑制 目標値 公表（関係規定 整備）3月下旬 ●「発生抑制の目標値」の公表（関係規定の整備）

（注）合同会合→食料・農業・農村政策審議会食品産業部会食品リサイクル小委員会及び中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
食品リサイクル専門委員会合同会合
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＜食品製造業＞
各企業の取組

＜食品流通業（卸売・小売）＞

６．発生抑制の取組事例

○発生抑制目標の設定 ○店舗調理による生産量の調整
＜食品製造業＞

【カゴメ(株)】
食品廃棄物等を含む生産余剰物等について削減目標を設定

【(株)ローソン】

食材毎に分かれた複数のパーツを組み合わせて各種惣菜に
調理するパ セ ブ 方式を導入した店舗を展開 お

＜食品流通業（卸売 小売）＞

○発生抑制に寄与する技術・商品開発

食品廃棄物等を含む生産余剰物等について削減目標を設定
し、発生抑制を推進

【(株)】明治】

調理するパーツアッセンブル方式を導入した店舗を展開。お
客様の人数に応じて作る量を調整でき、店舗での廃棄を削減

○仕込みの多頻度少量化による食材ロスの削減

＜外食産業＞

【(株)】明治】

工場の改造や製造ラインの改善等により、牛乳等の賞味期限
の延長化に成功。1/3ルールに基づく納入期限・販売期限が
延長され、出荷量の調整に寄与

【サト・レストランシステムズ(株)】
食材の小ポーション化（ 小１人前単位）や2kg炊きマイクロ波
炊飯器でこまめに炊くことにより仕込みロスを削減

多頻度少 食 減

○流通と連携した受発注の工夫 ○フードバンクの活用

フードチェーン全体での取組 消費者等を巻き込んだ取組

○カット工場と連携した食材の仕入れ

【(株)ティ・エフ・シイ】

包装の変形や賞味期限内の売れ残り
等により返品された食品をフードバンク
に寄贈し、廃棄量を削減

【日配品製造業：Ａ社】

小売店と相談し受注を前日から２日前に
変更。原料投入の段階から製造量の調
節が可能となり、廃棄が減少

【給食事業：Ｂ社】

国内のカット工場においてあらかじめカット
された食材を仕入れることにより、商品製
造時のロスを削減

【ホテル業：Ｃ社】

パーティーで食べ切れなかった料理を

【参考】返品削減ＷＧ（消費財流通の効率化に向けた製配販連携の取組） ○ドギーバッグの活用
●メンバー（11社：業態別・五十音順）

製造：キリンビール(株)、味の素(株)、(株)資生堂
卸売：(株)Paltac、(株)あらた、国分(株)、(株)菱食
小売：(株)イトーヨーカ堂、イオンリテール(株)、

●今後の方向性

製造
・メーカーとして賞味期限の

見直しを検討
・販売予測情報共有化によ

卸売
・店舗着期限日付基準の

見直し検討
・適正在庫運用への販売

小売
・店舗着期限日付基準の見直し

検討
・定番カット基準のルール化

出典：(社)日本有機資源協会「平成22年度食品廃棄物発生抑制推進事業報告書」等 及び農林水産省調べhttp://www.jora.jp/

ドギーバッグを利用して持ち帰ってもら
うサービスを提供し、食べ残しを削減

株 、 株 、
(株)ヤオコー、(株)ローソン

出所：ＪＳＡエコストアセミナー（第３回）配布資料
（平成23年1月27日開催）

● 小売店舗への納品期限日付基準の見直し・統一化検討
● 新製品・季節品の導入・カット（棚替）プロセスの見直し検討
● 販売予測・情報共有の手法・システムを検討

る適正製造計画 予測情報共有化 ・販売予測情報の開示方法検討
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○ 賞味期限が間近となった食品や、食品衛生上問題がない規格外品をフードバンク活動へ

フードバンク活動の取組について

賞 食 食 規

寄贈するなど、できるかぎり食品として有効に活用。

○ ３月の東日本大震災では、フードバンクのネットワークを活用し、３月中にトラック２５台分の

支援物資を被災地へ届ける等の活動を実施支援物資を被災地へ届ける等の活動を実施。

フードバンク活動とは
（参考）
ＮＰＯ法人セカンドハーベストジャパンが
フードバンク活動を行っているところ

・ 包装の印字ミスや賞味期限が近いなど、食品の品

質には問題がないが、通常の販売が困難な食品・食

材を、NPO等が食品メーカー等から引き取って、福

祉施設等へ無償提供するボランティア活動。

・ 米国では年間200万トンの食品が有効活用。

・ 日本ではNPO法人セカンドハーベスト・ジャパンが

大の規模（2008年の食品取扱量は800トン）

・ 同法人を含む全国の１１団体がネットワークを構

築し、活動を推進。

米、パン、めん類、生鮮食品、菓子、飲料、
調味料、インスタント食品等
様 な食 が 扱われ ます

出典 ：ＮＰＯ法人セカンドハーベストジャパン

様々な食品が取り扱われています。
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○ 各地域において、ＮＰＯ法人等によるフードバンク活動の立ち上げが進んでいる。

～主なフードバンク活動団体～

○ 平成22年10月、全国１１のフードバンク団体が、フードバンクに関する共通ガイドラインを

策定・調印し、フードバンクネットワークを構築。

○フードバンクだいち
（青森県青森市） ○ふうどばんく東北ＡＧＡＩＮ

（宮城県仙台市）
○フードバンク山梨○フ ドバンク山梨
（山梨県南アルプス市）

○フードバンクとちぎ

○フードバンク宇都宮
（栃木県宇都宮市）

○フードバンクとやま
（富山県射水市）

○フ ドバンク関西

○フードバンクいしかわ
（石川県金沢市）

○フ ド ンクとちぎ
（栃木県小山市）

○フードバンク茨城
（茨城県つくば市）

（富山県射水市）

○セカンドハーベスト・ジャパン
（東京都台東区）

○フードバンク

○フードバンク関西
（兵庫県芦屋市）

○フードバンク九州
（福岡県福岡市） ○フ ドバンク

（東京都荒川区）

○セカンドハーベスト名古屋
（愛知県名古屋市）

○フードバンク高知
（高知県高知市）

○フードバンク日田
（大分県日田市）

（福岡県福岡市）

○フードバンク広島
（広島県広島市）

○セカンドハーベスト沖縄
（沖縄県那覇市） ※赤枠はフードバンクネットワーク参加団体
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○ ドギ バッグとは 外食した際に食べ切れなかった料理を持ち帰るための容器のことです

ドギーバッグについて

○ ドギーバッグとは、外食した際に食べ切れなかった料理を持ち帰るための容器のことです。

アメリカなどで、「犬のエサにする」という口実で持って帰ったのが語源です。

○ 消費者の認知度は低く、また、持ち帰り後の取扱いによる食中毒のリスクがあることから、

飲食店側としても積極的な導入には至っていません。

○ 食品廃棄問題を解決するため、ドギーバッグの普及に取り組む民間の活動も始まってお

り、リスクの低減を図るための持ち帰りのルール作りも行われています。

＜ドギーバッグの活用のイメージ＞
＜「食べ残しの持ち帰り」に関するガイドライン＞

【ドギーバッグ普及委員会作成】＜ドギ ッグの活用のイメ ジ＞ 【ドギーバッグ普及委員会作成】

出典：ドギーバッグ普及委員会ホームページ（http://doggybag‐committee.com/controller/index.php） 29



○ 一部の県や市では、飲食店や家庭から出る一般廃棄物を削減するため、食べ残し等の削

自治体における食べ残し等の削減の取組について

減に向けた運動を展開しています。

○ 具体的には、食べ残しを減らす取組の協力店募集や紹介、キャンペーンの実施、ステッカー

や啓発ポスターの作成・配布、消費者に対して家庭や飲食店できる取組の普及・啓発等を行っや啓発ポスタ の作成 配布、消費者に対して家庭や飲食店できる取組の普及 啓発等を行っ

ています。

長野県：「食べ残しを減らそう県民運動」

＜飲食店、宿泊施設等の取組＞
【事業系生ごみの発生抑制の取組】

＜消費者の取組＞
【生活系生ごみの発生抑制の取組】

○ 「小盛メニュー等の導入」「持ち帰り希

望者への対応」「食べ残しを減らすため

の呼びかけ実践」等に取り組む協力店

○ 店では「買い過ぎない」、家では「作り

過ぎない」、外では「頼み過ぎない」運動

の普及啓発

の募集・紹介

○ 協力店における運動ステッカーの提示

○ モデル事業の実施と効果の検証 等

○ 外食時に食べ残した料理を持ち帰る

際の注意事項の啓発

○ エコ・クッキング講習会の開催 等

○ 忘年会・新年会等の宴会シーズンにおける「宴会食べきりキャンペーンの実施」

○ 予約時に参加者の年齢層、性別等の情報提供を行う、宴会開始時や中締め時に出席者

に食べ残しを減らす呼びかけを行うなど お店と宴会幹事が協力して食べ残しを減らすよう

出典：長野県ホームページ（http://www.pref.nagano.jp/kankyo/haiki/tabekiri/index.htm）

に食べ残しを減らす呼びかけを行うなど、お店と宴会幹事が協力して食べ残しを減らすよう

働きかけ
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（参考）他の自治体における食べ残し等の削減の取組事例

自治体名 活動名 活動のホームページ

千葉県 ちば食べきりエコスタイル
http://www.pref.chiba.lg.jp/shig
en/3r/ceeco/index.html

福井県 おいしいふくい食べきり運動
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/
junkan/tabekiri‐top.html

山口県 やまぐち食べきっちょる運動
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp
/cms/a15700/24shokuhin/24sh
okuhin htmlokuhin.html

新潟県新発田市 食の循環しばたモッタイナイ運動
http://www.syoku‐
jyunkan.jp/yukue/mottainai.htm
l

北海道網走市 「食べ残しを減らそう」推進事業
http://www.city.abashiri.hokkai
do jp/225gomi recycle/020bika北海道網走市 「食べ残しを減らそう」推進事業 do.jp/225gomi_recycle/020bika
_eco/syokuhinloss201010.html
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（ 参 考 ）

平成24年度予算
概 算 決 定概 算 決 定



食 品 産 業 環 境 対 策 支 援 事 業

対策のポイント

＜未来を切り拓く６次産業創出推進事業のうち農林漁業者の加工・販売等への取組促進＞

【１１１（２２１）百万円】

対策のポイント

食品関連事業者の食品ロス削減及びCO2排出削減に向けた具体的方

策の検討等を行うとともに、フードバンク活動の取組、食品リサイクル・
ループの構築等を推進します。

（２）フードバンク活動推進事業 ２１百万円
フードチェーンでの余剰食品の廃棄削減と有効利用を図るため、特

定非営利活動法人、食品関連事業者及び社会福祉法人等が連携して、
商品として流通できない食品を社会福祉法人等に提供するフードバンク

活動の実施に向けた具体的な検討を行うための経費を支援します。

＜背景／課題＞
持続可能な資源循環型社会の実現、地球温暖化対策への早急な取組

が求められる中、食品産業における環境対策については、
① 中小食品関連事業者における食品廃棄物の発生抑制やCO2排出削

減が 進

（３）食品リサイクル・ループ構築促進事業 １７百万円
食品リサイクル ル プを構築しようとする食品関連事業者 再生利

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

減があまり進んでいない
② 食べられるにもかかわらず廃棄される食品ロスが相当程度存在
③ 食品廃棄物やCO2の削減には業種横断的な取組が必要であるが、

個々の事業者や業種単位での取組が中心となっている
④ 環境問題への対応において業種間・業者間の格差が大きくなっている

と た課題が生じ おり 食品産業 おける環境対策をより 層推進す

食品リサイクル・ループを構築しようとする食品関連事業者、再生利
用事業者及び農業者等が、リサイクル肥飼料を利用した農畜水産物の
販売計画の検討等、食品リサイクル・ループの構築に向けた具体的な
検討を行うための経費を支援します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等といった課題が生じており、食品産業における環境対策をより一層推進す

るためには、これら課題に的確に対応する必要があります。

① 平成24年度の食品産業分野別の再生利用等実施率目標（食品製造業

政策目標

事業実施主体：民間団体等

（４）食品廃棄物オンサイト飼料化設備導入事業 ２４百万円
食品関連事業者の事業場で発生する品質劣化や腐食しやすい食品

廃棄物を飼料の原材料として畜水産業者に提供するため、食品関連事
業者が飼料化するための設備を自らの事業場にリ ス方式で設置する① 平成24年度の食品産業分野別の再生利用等実施率目標（食品製造業

：85％、食品卸売業：70％、食品小売業：45％、外食産業：40％）の達成
② 2012年度の我が国の温室効果ガス削減目標（基準年1990年度比6％

削減）の達成

業者が飼料化するための設備を自らの事業場にリース方式で設置する
場合にリース料の１／２以内を 大３年間支援します。

補助率：１／２以内

事業実施主体：民間団体

＜内容＞
１ 食品産業環境対策の総合的な推進（補助事業）
（１）食品事業者環境対策推進支援事業 ３３百万円

食品廃棄物の業種別発生状況やCO2排出削減に向けた多様な取組事
例（製造・流通分野の事業者が連携した取組等）の調査・検討・分析を実

２ 食品リサイクル進捗状況等調査事業（委託調査） １７百万円
食品リサイクルに関して、再生利用製品の利用実態及び需給状況、

再生利用等に係る社会的コスト、環境負荷の実態、再生利用の新手法
導入の可能性について、調査・整理を行います。

（事業実施主体：民間団体）

施し、具体的方策を取りまとめる検討会を開催するとともに、当該具体的
方策の普及啓発資料を作成し、中小食品関連事業者向けの研修会を開
催するための経費を支援します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：食料産業局バイオマス循環資源課
１の（１）の事業 （０３－６７４４－２０６７（直））
１の（２）～（４）及び２の事業 （０３－６７４４－２０６６（直）） 32


